
：

新

乳がん検診

8 月 1 日～ 11 月 30 日

66 歳以上で

偶数年齢の女性

マンモグラフィ

1 方向

※視触診は実施しません。

500 円

市で発行した受診票（無料クーポン券対象の人は無料クーポン券）、健康保険証、検診料金を持参し、

郵送している検診のお知らせの「市内指定医療機関一覧表」を確認の上、直接受診してください。

※乳がん検診は完全予約制ですので、医療機関へ直接予約してください。（7 月 1 日から予約開始）

　子宮頸がん検診は医療機関によっては、予約が必要な場合がありますので確認してください。

※今からでも申し込みできますので、お問い合わせください。

40 ～ 64 歳で

偶数年齢の女性

マンモグラフィ

2 方向

2,400 円

30 ～ 39 歳の女性

超音波検査

1,800 円

子宮頸がん検診

7 月 1 日～ 11 月 30 日

・70 歳以上の女性

・65 ～ 69 歳の女性 

  で後期高齢者医療

  制度の被保険者

問診・視診・内診・頸部細胞診

※医師が必要と認めた場合、体部がん

　検診（体部細胞診）も実施します。

700 円

20 ～ 69 歳の女性

2,100 円

項目

期間

対象者

（平成 28年

3月31日基準）

内容

料金

受診方法

 【子宮頸がん検診、乳がん検診（個別検診）実施のお知らせ】

表１　保険税の軽減判定所得額（世帯主と被保険者全員の合計額）

軽減の割合 変更前（平成26年度） 変更後（平成27年度）

7 割軽減 「33万円以下」の世帯 変更なし

5 割軽減
「33万円＋（24.5 万円×被保険者数＋特
定同一世帯所属者数）」を超えない世帯

「33 万円＋（26 万円×被保険者数＋特
定同一世帯所属者数）」を超えない世帯

2 割軽減
「33 万円＋（45 万円×被保険者数＋特
定同一世帯所属者数）」を超えない世帯

「33 万円＋（47 万円×被保険者数＋特
定同一世帯所属者数）」を超えない世帯

表 2　保険料の軽減判定所得額（世帯主と被保険者の合計額）

軽減の割合 変更前（平成26年度） 変更後（平成27年度）

9 割軽減
「33万円以下の世帯で、被保険者
全員が年金収入80万円以下」の
世帯（年金以外の所得がない場合）

変更なし

8.5 割軽減 「33万円以下」の世帯 変更なし

5 割軽減
「33 万円＋ 24.5 万円×世帯の被
保険者数」を超えない世帯

「33万円＋ 26 万円×世帯の
被保険者数」を超えない世帯

2 割軽減
「33万円＋ 45万円×世帯の被保
険者数」を超えない世帯

「33万円＋ 47 万円×世帯の
被保険者数」を超えない世帯

出典：公益財団法人がん研究振興財団
　　　「予防できる子宮頸がん」

出典：国立がん研究センターがん対策情報センター

【乳がんの年代別発症数、死亡数】

年齢
 （歳）

人数（人）

子宮がんってどんな病気

　子宮がんには、子宮頸がんと子宮

体がんの２種類があります。子宮頸

がんは子宮頸部（膣に近い部分）に

でき、 30 ～ 40 歳代に最も多く発症

します。子宮体がんは子宮体部にで

き、50 歳以降に多いがんです。

　市の子宮頸がん検診は、20 歳か

ら毎年受診することができますの

で、忘れずに検診を受けましょう。

乳がんの傾向とは

　乳がんは女性が 1 番かかりやすいがんで、年々

増加傾向にあります。日本人女性の約 18 人に１

人がかかるといわれ、30 歳代から増加し、40 ～

60 歳代に最も多くみられます。

　市の乳がん検診は、30 歳代の女性は毎年の受

診、40 歳以上の女性は 2 年に 1 回の受診となり

ます。対象の年には忘れずに検診を受けましょう。

  子宮体部 子宮頸部

膣

卵巣

卵管

【子宮頸がんができる部位】

1 万

9 千

8 千

7 千

6 千

5 千

4 千

3 千

2 千

1 千

   0

68,071人（2010年）

13,148 人（2013 年）

死亡数

発症数

※各地域で検診バスを利用した集団検診（検診内容・料金などは個別検診と同じ）を実施します。詳しい日程などを、随時、
　広報おおさきに掲載しますので確認してください。
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　平成 27 年度以降の介護保

険料の保険料段階や保険料基

準月額などの見直しについて、

広報おおさき 4 月号で詳しく

説明しています。広報おおさ

きは、市ウェブサイトにも掲

載しています。

　また、保険料額決定通知書

を後期高齢者医療保険料と同

様の方法で送付します。

介護保険料について


